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資料１

■活用可能性のある財源
財政措置の種類 財政措置 条件等

大学・高専機能強化支援事業助成金（フェーズ２）
助成上限額20億円程度

→助成上限額12.15億円(助成率1/2)

社会資本整備総合交付金

（都市構造再編集中支援事業）
補助上限額10.5億円(補助率1/2) 立地適正化計画への位置付け

地方債（公共事業等債）
充当率  90％・交付税措置22％
（財源対策分40％に対して交付税措置50％）

補助対象事業費から補助金を除く地方負担分に

対して活用

地方債（公共施設等適正管理推進事業債） 充当率  90％・交付税措置50％

①令和８年度まで。都市構造再編集中支援事業

の対象事業費を超過する事業費に対して活用

②令和８年度まで。施設の転用事業に対して活用

国庫補助事業が活用できない場合に活用

地方債（地域活性化事業債） 充当率  90％・交付税措置30％ 国庫補助事業が活用できない場合に活用

地方債（緊急防災・減災事業債） 充当率100％・交付税措置70％ 耐震改修経費に対して活用可能
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►①＝0.15億円×144人     ＝21.6億円
►②＝21.6億円＋21.6億円/８×１ ＝24.3億円
►③＝1/4×0人/144人＋1/2   ＝1/2

助成額＝②×③＝12.15億円

【引上げ項目】

・授与実績を有しない学位分野に係る認可事項であること。 

・計画に伴う収容定員増数と収容定員減数の合計が、総収容定員の２０％以上

  であること。 

・理学、工学及び農学分野の学位を授与できる学生数の割合 が、学内で５％以上

  増加すること。 

【引下げ項目】

・既存組織の定員増であること。 

・計画に伴う収容定員増数と収容定員減数の合計が、総収容定員の５％未満で

  あること。 

・理学、工学及び農学分野の学位を授与できる学生数の割合が、学内で増加しない

  こと。
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財源の充当パターンの説明
① 可能性調査報告書ベース
 ②  「企業版ふるさと納税」は10億円、「大学・高専機能強化支援事業助成金、都市構造再編集中支援事業補助金」は最大限活用可能（公共施設等適正管理推進事業債が延長）
 ③-1 「企業版ふるさと納税」は無し、「助成金、補助金」は最大限活用可能（公適債が延長）
 ③-2 「企業版ふるさと納税」は無し、「助成金、補助金」は最大限活用可能（公適債が延長されない）


